
議案第８１号 
 
 
 

令和７年度中央市一般会計補正予算（第５号） 

 
 
 令和７年度中央市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２０，６６２千円を追加し、歳入歳出予 
 

算の総額を歳入歳出それぞれ１８，７４３，７２６千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 











第２表 繰越明許費補正 
 

追 加 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

３ 民 生 費 ２ 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 32,850 

７ 商 工 費 １ 商 工 費 
”心”あるまちへ！活性化キャンペーン

商品券事業 
346,023 

合         計 378,873 



議案第８２号 

 
 
 

令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２２７千円を追加し、歳入歳出予算の 
 
総額を歳入歳出それぞれ３，１２４，５５１千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８３号 

 
 
 

令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６８千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ６４０，７３３千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８４号 

 
 
 

令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５９９千円を追加し、歳入歳出予算の 
 
総額を歳入歳出それぞれ２，３６３，３２６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８５号 

 
 
 

令和７年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ 
 
による。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８７千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 

を歳入歳出それぞれ１８，４１３千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第８６号 

 
 
 

令和７年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める 
 
ところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 

を歳入歳出それぞれ１０５，２７９千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第８７号 

 

令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益 ８４４，７１０千円       ４１７千円 ８４５，１２７千円 

第２項 営業外収益     ５１１，６８９千円       ４１７千円 ５１２，１０６千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用 ８４４，７１０千円       ４１７千円 ８４５，１２７千円 

第１項 営業費用     ７５３，０１１千円       ４１７千円 ７５３，４２８千円 

  

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入     ７８３，６０７千円    ２５９千円 ７８３，８６６千円 

第２項 補 助 金    ２５４，４５１千円    ２５９千円 ２５４，７１０千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出     ９１０，９７１千円    ２５９千円 ９１１，２３０千円 

第１項 建設改良費    ３７０，０２４千円     ２５９千円 ３７０，２８３千円 

  

 



 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費     ２６，８８４千円      ６７４千円   ２７，５５８千円    

 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「３３２，１４４千円」を「３３２，８２０千円」に改める。 

  



議案第８８号 

 

令和７年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和７年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）         （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２６０，５４７千円   ６８３千円 ２６１，２３０千円 

 第２項 営業外収益     ２１９，６８５千円   ６８３千円 ２２０，３６８千円 

 

支   出 

      （科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業費用 ２６０，５４７千円   ６８３千円 ２６１，２３０千円 

 第１項 営業費用      ２４２，６４３千円   ６８３千円 ２４３，３２６千円 

   

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）     （計） 

職員給与費        １６，３０８千円   ６８３千円   １６，９９１千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第４条 予算第９条中「１６５，２９１千円」を「１６５，９７４千円」に改める。 


